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破産管財人の報告書 （第 ３ 回）

平成３０年１２月１０日
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第４民事部

　

御中

　　　　　　

破産管財人

　

斉

　

藤

　

睦

　

男ミニー二デコ

　　　　　

同

　　

阿

　

部

　

弘

　

樹（ｉキ
ー
ださ

頭書破産事件について、 前回債権者集会以降の破産財団に関する経過及び現状等

について報告します。

第１ 破産財団の経過と現状

　

別紙財産目録 （兼貸借対照表）、 収支計算書に記載のとおりである。

第２

　

配当に関する見通しと今後の方針

　

前回債権者集会以降も破産財団の換価作業を鋭意行ってきた。

　

本報告書提出時点で形成されている破産財団は４億２１２２万７００９円であ

　

る。 これは、 換価した財産５億８８１４ 万１ ７ ５５円から破産財団の管理・換価

　

に関する費用 （破産法１４８条１項２号の財団債権） として既に支出した１億６

　

６ ９１万４７４ ６円を差し引いたものである。

　

今後、 破産開始決定から建物明渡しまでの転借テナントの賃料相当損害金の一

部として、 約２２００万円の入金が見込まれる。 この入金が済めば、 破産財団の
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換価・回収はほぼ終了となる。

破産財団の換価・回収の終了後、 破産法１４８条１項２号に該当しない財団債

権の弁済を進めていくこととなるが、 建物賃貸人の一部の者との間で、 財団債権

となる賃貸借契約終了に伴う原状回復費用について合意ができておらず、 敷金と

の清算が未了のため、 財団債権総額が未確定である。 この件については仙台簡易

裁判所に民事調停事件として係属しており、 同調停手続において合意に向けた話

し合いが行われているところである。 管財人らとしては、 破産裁判所とも協議を

重ねつつ、適正な金額での合意（財団債権の確定）に向けて今後とも努力したい。

財団債権確定後、財団債権の弁済を行う予定であるが、本破産事件においては、

前回集会でも報告したとおり、 破産債権の配当を行う見込みはなく、 上記の財団

債権の按分 （一部） 弁済を行った段階で破産財団は枯渇し、 本件破産手続は異時

廃止により終結することが見込まれる。
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仙台地方裁判所

　

平成２９年（フ｝

　

第１２０号
破産者 株式会社エマルシェ

財

　

産

　

目

　

錘」薫萱盃萱醜救照表Ｚ
平成３０年１２月１０日

破産管財人 斉

　　

藤

　　

睦

　　

男

破産管財人 阿

　　

部

　　

弘

　　

樹
Ｔｅｌ

　

０２２－２２３－２９０５

　

／

　

Ｆａｘ０２２－２２３‐２９１５

資産の部

ＮＱ 科

　　　　

目 評価額（円）
（申立書記載額） 鴎餐）

額 備

　　　　　　

考 饗

Ｉ

現金 １４５，７３０，２１４ ２０１，０１４，４３１

①

　

引搬予納金

１４５，７３０′２１‐Ｉ

９，９８６，８０３

②

　

引粘現金

４８，２３４，５００店舗保管現金

５，７１０，２４９

１３５，７３０，２１４代理人引継予納金

１，３０仇８５０

◎

　

叡擬・切手 ヂ２′β／５グ・０現金報告分

２ 預金口座 ６，１８６′５５９ １４０，１０１，８１８ 換価完了

３ 有価証券（株・出資金・ゴルフ会員権） ４′６８２，６１２ ５，６５６，０１８ 換価完了

Ｊ

　　

Ｉ 保険 １，３００，１１０ 換価完了

５ 車両

　　

０

　　

０ リース車であり、全て引き上げ済み

６
商標権
商標「ｅ肺ｒｃｈｅｉ 登録番号５３７６７４２

金額不明

　　

０ 無価値・換価不能 破産財団より放棄

７ 売掛金 金額未確定 １１２，ｑ８９，０４１
換価完了
一部回収困難により放棄

８ 未収入金 ７，０５４，０００ ２２０，０００
換価完了
一部回収困難により放棄

９ 営業差入保証金 ６０′４７３，３０９ ２８′４６２′０１２ 換価完了

　

１０ 電話加入機
全４２回線

　　

０ ほとんどの回線で来払料金の破産擬楢が存在し売却不可

　

ーＩ 鮪易募発行保紹海釜

　

金ダリ，ＯＷ′卵夕円 冴ダ′ノ２ｚ６４０ 燦慾完ア

　

１２ 痛緬敷金

　

合好６甥加え名β円

　　

０ 原状回復野用について鱒講中 ｏ

鄭 社宅数金

　

合好餌露ＢＯＯ円 β４Ｚ汐００ 撲窟元』ア

Ｍ 賃料・水道発熱野 ２９′

　

Ｚ３０．ＪＺＯ 受綿橋算完ア

　

１５ 恋疲食品 ６′／５０′○００ 燦窟遁ｄア

　

１６ 産域蹄為 ２０′６騨之Ｊｆｏ 燕窟元ーア

　

１７ 動産・什謬燭品漸 ２４８′ｊｏ〇 撲鱗完ア

　

１８ その他

　　

Ｚ ″ｚｉβタ Ｌ

　

一・７

　

１８

　

１９ 溌捻羽α怠 ４′ダβお

資産総合計 ２２４，１２６，６９４ ５８８，１４１′７５５

（平成３０年１２月１０日現在の換価状況）

｛平成３０年１２月１０日現在の支払状況）負債の部

航 科

　　　

目 評

　

価

　

額

　

（円）
支
く給）

額 備

　　　　　　

考 残務

Ｉ

財団債権 ４１‐９′７６３′３１７

　　

０

①

　

公租公課 ー１，２６２′１３６ ｏ

②

　

労働債権（退職金

　

労働者３２名） ３０，５１２，４８７ ｏ

③

　

質料相当損害金 １７７，９８８′７１ＪＩ ｏ

④

　

建物明渡に係る現状回復費用

　　

｛未確定

　

推計約２億円） ＺＯ０，０００，０００ ｏ

２
優先債権

労働債権（退職金

　

労働者３２名）
１３９，２９３，５３３

　　

０ ｏ

３
一般債権

債権者数５１２名
３，０９１，８９７，０２９

　　

０ 申立書記載預 ｏ

４
劣後債極

未確定
未確定

　　

０ ｏ

負債総合計 ３′６５０′９５３，８７９

　　

０



仙台地方裁判所

　

平成２９年（フ） 第１２０号
破産者 株式会社エマルシェ

収

　

支 計

　

算

　

書

平成３０年１２月１０日

破産管財人 斉

　　

藤

　　

睦

　　

男

破産管財人 阿

　　

部

　　

弘

　　

樹

　

Ｔｅｌ

　

０２２－２２３－２９０５

　

／

　

Ｆ８ｘ ０２２－２２３－２９１５

１ 収入の部

　　　　　　　　　　　　

金

　　　　

５８８ １４１ ７５５

　　

円

輪 科

　　　　

目 金

　

額

　

（円） 備

　　　　　

考

．ｉ 現金・印紙・郵券 ２０１，０１４，４３１ 財産目録 （兼貸借対照表）のとおり

２ 預金口座 １４０，１０１，８１８

　　

′′

３ 有価証券 （株・出資金・ゴルフ会員権） ５，６５６，０１８

　　

′′

４ 保

　

険 １，３００，１１０

　　

′′

５ 車

　

両 ０

　　

′′

６ 商標権 ０

　　

′′

７ 売掛金 １１２，４８９，０４１

　　

′′

８ 未収入金 ２２０，０００

　　

′′

９ 営業差入保証金 ２８，４６２，０１２

　　

′′

１０ 電話加入権 ０

　

“

１１ 商品券癖好解霊蕉金 ３４／２２，６ダリ

　

〃

１２ 店舗繋金 ０

　

″

１３ 荏老樹釜 ６ダｚβク〇

　

″

１４ 鼻鍔・水道考光熱斧 ２９′ア０′ｊＺＺ７

　

〃

１５ 在庫′食品 伝／５４０００

　　

イン

１６ 在虜‘藷品 ″４６９ａ３４０

　

″

１７ 動産・什器窮ム品塘 ２４８３○Ｏ

　

″

１８ その館 Ｚ３りＺｊβ９

　

〃

１９ 預金駒ダ寡 ４′ダβ汐

合

　　　

計 ５８８，１４１，７５５

円２

　

支出の部

　　　　　　　　　　　

金

　　　　

１６６ ９１４ ７４６

ＮＱ 科

　　　　

目 金

　

額

　

（Ｆｑ） 備

　　　　　　

考

Ｉ

財団債権

①公租公課 ０

②労働債権等 ０

③補助者報謝ｌ ５，８３８，６７１ 管財人補助者１１３名

④補助者報酬金係る源泉徴収税 ３１２，８１５

⑥学生服事業譲渡契約に基づく支払 ２２，５６２，４６７

⑥建物管理費

　　　

９１，４６８，６２６ さくら野白営

　　　　　　

～凶－ノ邑猛買、永・白

⑦課入金の返金

⑧動産移転費用

１４９，７９５

　

くら野白営

１５，１１１，３９６

⑨寄託金賃料返還金 １４，８２４，０４４

　　　　　

附夕、ノク′ガ‘Ｌ”．・＆

　　　

ｒ盈、．’ｈ′、′．，^ 、 ３，４９３，５８４

⑪ＰＣＢ汚染安定器撤去費用 ３，４０２，５４０

⑰ＰＣＢ運搬及び処分費用 ７，８５８，４０４

⑩その他諸費用 １，８９２，４０４ 確定申告費用等

２ 最後配当金 ０

３ 管財人報酬 ０

‘Ｉ 管財事務費用 ０ 管財人立替金２６０，３８４円

合

　　　

計 １６６，９１４，７４６

円３

　

差引残高

　　　　　　　　　　　

金

　　　　　

４２１ ２２７ ００９


